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書証甲１  

都市公園法 2 条の 2 

 

（地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準） 

第二条 地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、そ

れぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布

の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次

に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。 

第二条 ２ 

地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地

帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市

公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的と

する都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供する

ことを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を

設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての

機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定める

ものとする。 

  



書証甲２ 

地方自治法 238 条 4 項 

 

〔公有財産の範囲及び分類〕 

第２３８条 この法律にお いて「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に

属する財産のうち次に掲げるもの（基金に属するものを除く。）をいう。 

(1) 不動産 

(2) 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 

(3) 前２号に掲げる不動産及び動産の従物 

(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 

(5) 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 

(6) 株式、社債（特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示さ

れるべき権利を含み、短期社債等を除く。）、地方債及び国債その他こ 

れらに準ずる権利 

(7) 出資による権利 

(8) 不動産の信託の受益権 

（第２項省略） 

３ 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 

４ 行政財産 とは、普通地方公共団体に公用又は公共用に供し、又は供する

ことを決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産

をいう。 

  



書証甲３ 

三重県都市公園条例 第 10 条 

（使用料） 

第十条 設置者等、行為者又は第七条第一項に規定する公園施設を利用し

ようとする者は、 別表第二に定める額の使用料を当該許可を受けた際又は

当該公園施設を利用しようとする際納付しなければならない。ただし、当該許

可に係る設置、管理又は行為の期間（以下「使用期間」という。）が翌年度以

降にわたる場合においては、翌年度以降に係る使用料は、毎年度、当該年度

分を四月三十日までに納付しなければならない。 

２  知事は、前項の使用料については、公益上有益であると認められるもの

について、当該設置者等、行為者又は第七条第一項に限定する公園施設を

利用しようとする者に対し、当該使用料の額の減免をすることができる。 

 

  



書証甲１２ 

地方自治法 237 号第 2 項 

 

（財産の管理及び処分） 

第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並

びに基金をいう。 

２ 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方

公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換

し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくして

これを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 

３ 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用

がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場

合でなければ、これを信託してはならない。 

 

（行政財産の管理及び処分） 

第二百三十八条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除く

ほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは

信託し、又はこれに私権を設定することができない。 

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度に

おいて、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定

める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産であ

る土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所

有し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と一棟の建物を区

分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する普

通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と

認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行

政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該



土地を貸し付ける場合 

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普

通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者（当

該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政

財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土

地を貸し付ける場合 

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷

地（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に余

裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以

外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方

法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を

貸し付けるとき（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。 

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の

経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、そ

の者のために当該土地に地上権を設定するとき。 

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の

使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その

者のために当該土地に地役権を設定するとき。 

３ 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを

受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次

項において「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡し

ようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管

理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上

で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。 

４ 前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により

行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとす

る場合について準用する。 


